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公立病院の現状と課題について



（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○公立病院の役割

※表は医療施設動態調査（令和７年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方独立
行政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生会、
厚生連等が開設・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約11％、病床数で約14％。

 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門

に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

全国の病院に占める公立病院の役割

病院数 病床数

844 198,549

(10.5%) (13.6%)

317 121,595

(3.9%) (8.3%)

334 101,061

(4.2%) (6.9%)

6,549 1,043,321

(81.4%) (71.2%)

公　　　的

そ　の　他

全　　　体 8,044 1,464,526

公　　　立

国　　　立
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
更新：「★基礎資料元データ」フォルダ ＞ 03 決算・経営状況



※出典：地方公営企業決算状況調査、地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査
※病院数は、建設中のものを除いている。

病床数 病院数

公立病院数と病床数の推移（地方独立行政法人を含む）

2

年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
病院数 961 943 931 917 908 897 892 881 886 873 867 865 857 853 849 853 854 844
増減率 － ▲ 1.9 ▲ 1.3 ▲ 1.5 ▲ 1.0 ▲ 1.2 ▲ 0.6 ▲ 1.2 0.6 ▲ 1.5 ▲ 0.7 ▲ 0.2 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 0.5 0.5 0.1 ▲ 1.2
病床数 230,823 228,280 224,615 221,866 219,474 217,392 216,374 213,556 212,606 210,023 209,298 207,228 205,259 203,882 201,893 202,765 201,916 198,549
増減率 － ▲ 1.1 ▲ 1.6 ▲ 1.2 ▲ 1.1 ▲ 0.9 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 0.4 ▲ 1.2 ▲ 0.3 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.7 ▲ 1.0 0.4 ▲ 0.4 ▲ 1.7
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 令和６年度の公立病院数及び病床数は、844病院、198,549床となっている。

 地域の実情に応じた病院再編等の取組により、減少基調で推移している。



所在市区町村

の人口

病 院 数
※地独法を含む

合計 ８４４

23区及び指定都市

30万人以上

10万人～30万人

５万人～10万人

３万人～５万人

３万人未満

８０

６１

１５３

１５６

１２４

２７０

○ 公立病院の約６５％（５５０団体）は
１０万人未満、約３２％（２７０団体）は
３万人未満の市町村に所在しており、
小規模団体の割合が高い傾向にある

全公立病院の
６５．２％

全公立病院の
３２．０％

※ 表の病院数は、令和６年度における地方公営企業の病院及び公営企業型
地方独立行政法人病院（建設中の病院を除く。）

【所在市区町村人口区分別の公立病院数】

○ 過疎地域等の条件不利地域を多く
抱える都道府県は、全病床数に占める
公立病院の病床数の割合が比較的
高い傾向にある

【公立病院の病床数の割合が高い都道府県】

（出典：令和６年度医療施設調査（厚労省））

（参考） 東京都 １０．１％
  大阪府 １１．２％

都道府県名
割合
（％）

公立病院の病床数
／全病床数

山形県 ４５．０ ４,７８７／１０,６４８

岩手県 ４２．０ ５,２１２／１２,４０８

青森県 ３７．３ ４,７０７／１２,６２４

富山県 ３２．１ ３,８９４／１２,１１５

山梨県 ３１．６ ２,６８５／８,４９７

滋賀県 ３１．２ ３,７４９／１２,０１０

島根県 ３１．２ ２,３９７／７,６８２

和歌山県 ３１．０ ３,２７７／１０,５７６

静岡県 ３０．７ ９,１５５／２９,８１６

岐阜県 ２９．８ ４,７４０／１５,８８３

公立病院の立地
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
更新：「★基礎資料元データ」フォルダ ＞ 03 決算・経営状況
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医業収益（他会計繰入金を除く）と

医業費用の推移（R1～R6)

医業収益 医業費用

（単位：億円）
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職員給与費の推移（R1～R6)
（単位：億円）

11,323

10,978
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12,930

13,328

10,000
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11,500

12,000

12,500

13,000

13,500
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材料費の推移（R1～R6)
（単位：億円）

R5より1,853億円
悪化

R5より1,374億円増加
R5より398億円増加

R6:1兆416億円の費用超過

※億円以下を四捨五入しているため、差引数値が一致しない

公立病院の令和６年度決算の状況
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出典：地方公営企業決算状況調査、公営企業型地方独立行政法人決算状況調査
（注１）公営企業型地方独立行政法人病院を含む。
（注２）各項目の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、差引数値等が一致しない場合がある。

年度
項目

公立病院損益収支の状況
（単位：億円、％）
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R1 2 3 4 5 6 (B)－(A) 
（A)(A) (B)

総 収 益 52,070 55,285 58,401 58,851 56,236 56,586 0.6

（ う ち 他 会 計 繰 入 金 ） 6,302 6,493 6,384 6,538 6,595 6,923 5.0

経 常 収 益 51,713 54,399 57,515 58,440 55,837 56,354 0.9

うち 医 業 収 益 45,526 44,360 46,676 48,737 49,109 50,051 1.9

うち 修 正 医 業 収 益 43,161 40,901 42,737 44,465 45,748 46,821 2.3

うち 国庫（県）補助金 231 4,926 6,224 5,200 1,259 319 ▲ 74.7

総 費 用 53,054 53,919 55,105 56,854 58,291 60,644 4.0

経 常 費 用 52,693 53,149 54,259 56,508 57,935 60,306 4.1

う ち 医 業 費 用 50,056 50,370 51,452 53,601 54,946 57,238 4.2

純 損 益 ▲ 984 1,366 3,296 1,996 ▲2,055 ▲ 4,059 ▲97.5

経 常 損 益 ▲ 980 1,251 3,256 1,931 ▲2,099 ▲ 3,952 ▲88.3

累 積 欠 損 金 19,908 19,062 16,682 15,363 16,974 19,992 17.8

経 常 収 支 比 率 98.1 102.4 106.0 103.4 96.4 93.4 －

医 業 収 支 比 率 91.0 88.1 90.7 90.9 89.4 87.4 －

修 正 医 業 収 支 比 率 91.0 88.1 90.7 83.0 83.3 81.8 －



※出典：地方公営企業決算状況調査（H26年度以前には地方独立行政法人分の数値は含まれていない）

（単位：千人）

年間入院延患者数と年間外来延患者数の推移

 令和６年度の年間入院延患者数は51,514千人、年間外来延患者数は82,984千人。

 平成26年度から平成27年度にかけて、入院、外来ともに患者数が大幅増加しているが、これは地方独立行政法

人が集計に含まれるようになったことによる増加である。

 令和元年度から令和２年度にかけては、新型コロナウイルス感染症の影響により、患者数が大きく減少した。各病

院で患者確保努力を行っているものの、令和６年度においても、コロナ禍前の患者数には戻っていない。

     6
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年間入院延患者数（千人） 年間外来延患者数（千人）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06
年間入院延患者数（千人） 60,048 57,718 55,840 54,095 52,578 51,473 49,508 56,821 56,538 56,908 56,259 55,978 49,802 49,230 49,228 50,583 51,514 

増減率（％） ー ▲ 3.9 ▲ 3.3 ▲ 3.1 ▲ 2.8 ▲ 2.1 ▲ 3.8 14.8 ▲ 0.5 0.7 ▲ 1.1 ▲ 0.5 ▲ 11.0 ▲ 1.1 ▲ 0.0 2.8 1.8
年間外来延患者数（千人） 99,904 96,138 91,983 89,394 87,766 86,011 82,664 93,308 91,533 91,340 90,579 89,306 80,359 83,193 84,819 83,546 82,984

増減率（％） ー ▲ 3.8 ▲ 4.3 ▲ 2.8 ▲ 1.8 ▲ 2.0 ▲ 3.9 12.9 ▲ 1.9 ▲ 0.2 ▲ 0.8 ▲ 1.4 ▲ 10.0 3.5 2.0 ▲ 1.5 ▲ 0.7
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0

R1 R6経常損失

R1 R6 増減（R6-R1)
99.2 94.3 ▲4.9

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常利益 経常利益（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

500床以上病院
（R6：91病院のうち黒字病院は7.7％）

）

400床以上500床未満病院
（R6：75病院うち黒字病院は4.0％）

）

300床以上400床未満病院
（R6：119病院うち黒字病院は8.4％）

公立病院の経営状況（病床規模別・R6-R1比較）

200床以上300床未満病院
（R6：97病院のうち黒字病院は14.4％）

経常利益 経常利益

100床以上200床未満病院
（R6：196病院のうち黒字病院は15.8％）

100床未満病院
（R6：266病院のうち黒字病院は28.6％）

（単位：億円）（単位：億円）経常利益 （単位：億円）

経常収支比率 ※経常収益/経常費用×100 （単位：％） （単位：％） （単位：％）

経常収支比率
（単位：％） （単位：％） （単位：％）

R1 R6 増減（R6-R1)
98.9 93.5 ▲5.4

R1 R6 増減（R6-R1)
96.9 92.6 ▲4.3

R1 R6 増減（R6-R1)
96.8 90.6 ▲6.2

R1 R6 増減（R6-R1)
96.6 92.3 ▲4.3

R1 R6 増減（R6-R1)
97.5 93.6 ▲3.9
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令和５年10月４日
全世代型社会保障会議 資料４

一部加工

（▲17.2％）

（▲14.3％）

（▲27.0％）

（＋9.0％）
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【参考】
2020年から2024年
の出生数（実績値）
・2020年 840,835人
・2021年 811,622人
・2022年 770,759人
・2023年 727,288人
・2024年 686,061人
※2024年は概数
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令和６年８月26日
第７回新たな地域医療構想等に関する
検討会資料
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公立病院の経営状況 ①

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子
高齢化に伴う医療需要の変化等により、引き続き、持続可能な経営の確保に向けた経営強化の取組が必要。

＜参考１＞これまでの公立病院改革における再編・ネットワーク化の実績

＜参考２＞公立病院数及び病床数の比較

＜参考３＞令和６年度末時点の経営形態の見直し状況

＜参考４＞経常損失を生じた公立病院数の割合
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一部適用
２６５病院

（３１．４％）

全部適用
３７８病院

（４４．８％）

独立行政法人
１１７病院

（１３．９％）

指定管理者
８４病院

（９．９％）

病院数 H14
（ピーク時） H20 R6 増減率

（H20→R6）
増減率

（H14→R6）

病院数 1,007 943 844 ▲10.5% ▲16.2%

病床数 239,921 228,280 198,549 ▲13.0% ▲17.2%

H20～H26実績 H27～R3実績 合計
【参考】
実施中

（枠組合意）

再編・ネットワーク化
関連病院数 126公立病院 74公立病院 200公立病院 53公立病院

赤字 黒字



公立病院経営強化の推進

「持続可能な地域医療提供体制を確保するた
めの公立病院経営強化ガイドライン」の策定・
地方団体への通知・公表

総務省 ＜令和４年３月＞

「公立病院経営強化プラン」の
策定
※99.9％策定済（R7.8.1時点）

地方団体 ＜令和４年度又は５年度＞

(1) 役割・機能の最適化と連携の強化
・ 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・ 機能分化・連携強化

(2) 医師・看護師等の確保と働き方改革
・ 医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・ 医師の働き方改革への対応

(3) 経営形態の見直し
(4) 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

(5) 施設・設備の最適化
・ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・ デジタル化への対応

(6) 経営の効率化等
・ 経営指標に係る数値目標

公立病院経営強化プランの内容

機能分化・連携強化のイメージ（例）

連携を強化

基幹病院
基幹病院以外の

不採算地区病院等

急性期機能を集約

医師派遣・
遠隔診療等

医師・看護師等を確保 回復期機能・
初期救急等を担う

病院事業債（100％）

25%
元利償還金に応じ

て算入

【病院事業債】

《通常の整備》

各公立病院の役割・機能を明確化・最適化し、連携を強化。
特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約して医師・看
護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能・初期救急等を担うなど、
双方の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強化することが重要。

病院事業債（100％）

40%
元利償還金に応じて算入

《機能分化・連携強化に伴う整備（特別分）》

※元利償還金の１／２について一般会計から繰出

※元利償還金の２／３について一般会計から繰出

○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しに取り組んできたが、依然として経営状況は厳しく、
 以下の課題に対応しながら地域医療提供体制を確保するためには、経営を強化していくことが重要。

・人口減少、少子高齢化に伴う医療需要の変化  ・医師・看護師等の不足 
・医師の時間外労働規制への対応 ・新興感染症への備え 等

「公立病院経営強化プラン」の実施状況
について概ね年１回以上点検・評価を
行い、その結果を公表

地方団体
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【団体の公表イメージ】（参考：奈良県立病院機構）
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Ａ．複数病院の統合
○関係する病院が1以上減となること。

Ｂ．複数病院の相互の医療機能の見直し
○関係病院等間において、地域医療構想に沿って、以下

に掲げる全ての取組が行われること。
ア 基幹病院への急性期機能の集約

イ 基幹病院以外の病院等の急性期から回復期等へ

の機能転換等

ウ 基幹病院から基幹病院以外の病院等への医師

派遣の増加、遠隔診療等の支援

エ 基幹病院以外の病院等による基幹病院の術後

患者等の受入体制の構築

オ 医療情報の共有等による医療提供の連携体制の

構築

○ 医師不足や人口減少に伴う医療需要の変化に対応し、持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、地域の中で
各公立病院が担うべき役割・機能を見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する「機能分化・連携強化」が必要。

○ 公立病院経営強化プランに基づき、原則として令和９年度までに行われる公立病院の機能分化・連携強化に係る施設・設備
の整備について、病院事業債（特別分）を措置。

病院事業債（特別分）の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置

以下のいずれかに該当すること。

元利償還金の25%に交付税措置
（繰出1/2 × 50％ ＝ 25％）

（参考）通常の病院事業債のスキーム

元利償還金の40%に交付税措置
（繰出2/3 × 60％ ＝ 40％）

病院事業債（100％）

①関係病院等間の患者搬送車、遠隔医療機器等の整備

②経営主体の統合に伴う情報システムの統合、関係病院等間の医療情報の
共有や医師等の働き方改革に必要となる情報システム等の整備

③基幹病院に新たに整備される高度・救急医療施設、医師の研修又は派遣の
拠点機能を有する施設、これらの施設の医療機器等の整備

④基幹病院以外の既存施設の改修、医療機器等の整備

⑤複数病院の統合に伴う病院の整備

⑥複数病院の相互の医療機能の見直しに伴う基幹病院の整備

⑦複数病院の相互の医療機能の見直しに伴う基幹病院以外の医療施設の整備

対象要件 対象経費

機能分化・連携強化のイメージ（例）
医師・看護師等
を確保

連携を強化

基幹病院 基幹病院以外の
不採算地区病院等

急性期機能を集約

医師派遣・
遠隔診療等

回復期機能・初期
救急等を担う

機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備に係る病院事業債（特別分）

⑥及び⑦については、基幹病院が医師派遣の相当程度の増加及び遠隔診療等の支援を強化し、

救急医療等の地域において必要とされる不採算地区病院等の機能を維持する場合であって、

その旨を明記した統合協定書、連携協約等を議会の議決等を経て公表する場合に限る。

（当該施設の病床機能転換に必要な部分に限る。）

繰出額
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一般会計に

病院事業会計

○ 独立採算が原則

⇒ 主に診療収入（外来収益＋入院収益）で経営

繰出金

地方交付税で措置

〔公立病院に係る公営企業会計〕 一般会計

① 民間医療機関の立地が困難な地域における医療の提供
・ 離島・山間地等のへき地医療の確保

② 不採算・特殊部門に関わる医療の提供
・ 救急医療の確保
・ 小児医療、周産期医療
・ 精神医療、結核医療、感染症医療 等

③ 地域の民間医療機関では限界のある高度・先進医療の提供
・ 県立がんセンター、県立循環器病センター 等

④ 広域的な医師派遣の拠点機能の確保
・ 医師及び看護師等の研究研修
・ 医師派遣等の医師確保対策

⑤ その他の事業
・ 看護師養成所、院内保育所の運営
・ 集団検診等の保健衛生行政事務 等

⑥ 病院事業債元利償還金の一部

〈繰出基準に基づく経費〉

公立病院の設置自治体

○ 一般会計等が負担すべき経費

① 収入をもって充てることが適当でない経費

② 能率的な経営を行ってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に

困難であると認められる経費

③ 災害の復旧その他特別の理由により必要

となる経費

【一般会計繰出金の根拠】

・地方公営企業法第17条の2

・地方公営企業法第17条の3

・地方公営企業法施行令第8条の5

・総務省の定める繰出基準（総務副大臣通知）

※ 経費の性格に応じて、普通交付税または
特別交付税により措置。

※指定管理者制度導入病院・
地方独立行政法人設置病院
の場合も同等の措置。

病院事業に対する一般会計の負担（一般会計繰出金）
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２ 特別交付税（令和６年度） 
令和６年度単価                                          （括弧書きはR５年度単価）

① 不採算地区病院

許可病床数
100床未満

第1種 1,706千円×最大使用病床数(※1)＋30,810千円
（1,706千円×最大使用病床数

＋30,810千円）

第2種 1,138千円×最大使用病床数(※1)＋20,540千円
（1,138千円×最大使用病床数

＋20,540千円）

許可病床数
100床以上150床未満

第1種 2,014千円×調整後病床数(※2) （2,014千円×調整後病床数）

第2種 1,343千円×調整後病床数(※2) （1,343千円×調整後病床数）

② 不採算地区中核病院
第1種 1,561千円×調整後病床数(※3) （1,549千円×調整後病床数）

第2種 1,041千円×調整後病床数(※3) （1,033千円×調整後病床数）

区分 算定額    （括弧書きはR6年度）                       

病床割 760千円×施設全体の最大使用病床数 （720千円×施設全体の最大使用病床数）

救急告示病院分 1,866千円×救急病床数＋33,600千円  （1,697千円×救急病床数＋32,900千円）

精神病床（道府県分） 1,523千円×精神病床数  （1,523千円×精神病床数）

救命救急センター（道府県分） 189,932千円×救命救急センター数   （182,102千円×救命救急センター数）

事業割
病院事業債の元利償還金の25％（元利償還金の１/２について、一般会計から繰出）
（病院事業債（特別分）は、元利償還金の40％（元利償還金の２/３について、一般会計から繰出））

１ 普通交付税（令和７年度）

※下記項目に応じて算定した合算額又は下記項目に対応する繰出見込額の合算額に０．８を乗じて得た額のうちいずれか少ない額を措置。

（※1）最大使用病床数・・・病床機能報告で
報告する前年度4月1日から3月31日までの

施設全体の一般病床及び療養病床の最大
使用病床数

（※2）調整後病床数・・・補正後許可病床数
（100－（許可病床数－100）×2）と最大使用
病床数の低い方

（※3）調整後病床数・・・補正後許可病床数
（100－（許可病床数－100）×1/4）と最大
使用病床数の低い方

③ 結核病床（１床当たり） 2,210千円 （1,976千円）

④ 精神病床（１床当たり）（市町村分） 1,613千円 （1,523千円）

⑤ リハビリテーション専門病院病床（１床当たり） 445千円 （375千円）

⑥ 周産期医療病床
（１床当たり）

第1種 6,594千円 （6,500千円）

第2種 5,274千円 （5,200千円）

第3種 3,485千円 （3,435千円）

第4種 2,790千円 （2,750千円）

⑦ 小児医療病床（１床当たり） 1,599千円 （1,575千円）

⑧ 感染症病床（１床当たり） 4,251千円 （4,251千円）

⑨ 小児救急医療提供病院（１病院当たり） 10,514千円 （11,375千円）

⑩ 救命救急センター（１センター当たり）（市町村分） 182,102千円 （182,102千円）

病院事業に係る主な地方交付税措置
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１．病院事業の経営改善の促進と資金繰り支援

○ 地域医療提供体制を確保するため、新たな資金繰り支援等、以下の取組を行う

地域医療提供体制の確保

２．不採算地域やへき地における医療提供体制の確保

① 資金不足が生じている病院事業であって、経営改善実行計画を策定し収支改善に取り組む公立病院に対して、経営改善の効果額

の範囲内で活用できる資金手当のための地方債（病院事業債（経営改善推進事業））を創設

① 不採算地区病院については、依然として厳しい経営状況が続いているため、令和３年度から実施している不採算地区病院等への

特別交付税措置の基準額引上げ（30％）を継続※１

② へき地医療を担う公的病院等に対する地方団体の助成経費に係る特別交付税措置の対象に、へき地医療拠点病院等が行う

訪問看護、遠隔医療に要する経費を追加

② 総務省と厚生労働省の共同事業として、病院経営に携わるトップ層の経営マネジメント力を向上させ、経営改善を図ることにより

持続可能な病院経営を行うために必要な知識を習得するための研修（医療経営人材養成研修）を創設

※１  日本赤十字社、恩賜財団済生会、JA厚生連等の公的病院等にも同様の措置を講じる
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令和７年度

３．資材価格等の高騰への対応や経過措置の創設

① 交付税措置の対象となる建築単価の上限を引上げ （５２万円 ⇒ ５９万円）（１４％増）※２

② 病院事業債（特別分）について、経過措置を設け、令和９年度までに実施設計に着手した事業を対象とする

※２ 令和６年度に建設事業の財源として起債し、令和７年度に元利償還が始まる事業債から新単価を適用
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職員人件費の上昇・物価高騰による材料費の増加に伴う費用増など極めて厳しい経営環境に直面している

病院事業について、将来にわたり持続的な地域医療体制の確保を図るため、計画的に経営改善に取り組む

公立病院の資金繰りを支援するため「病院事業債（経営改善推進事業）」を創設

病院事業債（経営改善推進事業）の創設

資金不足が生じている病院事業※であって、経営改善実行計画を策定し収支改善に取り組む公立病院

【経営改善の取組例】

○病床の縮小、病床機能の見直し

○医薬品の共同購入、医療機器の共同利用

○地域の医療機関と連携した紹介患者の増加

○病院の統合・連携、経営形態の見直し

新たに経営改善実行計画を策定し収支改善に取り組むことを要件とし、①又は②のいずれか小さい額を発行可能額とする。

①資金不足額（流動負債－流動資産）※１

②経営改善の効果額の合計額※２

令和７年度～令和９年度

１５年以内

【経営改善実行計画の実効性の確認】

経営改善実行計画の内容、収支改善の効果等について総務省が

確認を行うとともに、進捗状況のフォローアップを行う。

なし

※ 当年度又は翌年度に資金不足額が生じる見込みの病院事業を含む

※１ 当年度又は翌年度に生じる資金不足見込額を含む
※２ 経営改善の取組における収支改善見込額 × 効果年数（最大５年分）の合計額

１．対象事業

２．発行対象

３．事業期間

４．償還年限

５．地方交付税措置

令和７年度
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R4 R5

公立病院数 853病院 854病院

赤字病院の割合注１ 34% 70%

赤字合計額注１ 639億円 2,448億円

資金不足注２が生じて
いる病院事業数

27事業
（41病院）

38事業
（54病院）

注１ 経常収支 注２ 地方財政法に定める資金不足額

＜公立病院の状況＞
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不採算地域やへき地における医療提供体制の確保について

２．へき地医療拠点病院等に対する地方財政措置

○ へき地における医療提供体制を確保するため、へき地医療を担う公的病院等※

に対する地方公共団体の助成経費に係る特別交付税措置の対象に、へき地

医療拠点病院等が行う訪問看護、遠隔医療に要する経費を追加する

（公立病院・診療所への地方財政措置について、公的病院等も同様に対象とするもの）。

１．不採算地区病院等への地方財政措置

○ 不採算地区病院等については、依然として厳しい経営状況が続いているため、令和３年度から実施している

不採算地区病院等への特別交付税の基準額引上げ（30％）を継続（公的病院等※も同様の措置を講じる）。

【不採算地区病院】

不採算地区病院の運営に要する経費に係る
一般会計繰出金

特別交付税措置額＝一般会計繰出金×０．８

  ＜病床数に応じた基準額あり＞

【不採算地区病院】

（第１種）当該病院から最寄りの病院までの移動距離が15km以上

（第２種）当該病院の半径５km以内の人口が10万人未満

基準額を30%引上げ（令和3年度～）

【不採算地区病院設置自治体】

※ 公的病院等とは、日本赤十字社、済生会、JA厚生連などの公的医療機関等が開設した病院をいう
国立
5.8%

公的
17.1%

その他
17.7%

345病院

へき地医療拠点病院

令和４年４月１日現在

○ 厳しい経営状況のもとでも不採算地域やへき地における医療提供体制を確保するため、以下の地方財政措置を講じる。

（出典：厚労省調査より作成）

離島・山間地等の医療機関がない地域で、
医師派遣や巡回診療等を行う病院

自治体立
59.4%
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病院事業債に係る地方財政措置について

• 病院事業債（特別分）について、経過措置を設け、令和９年度までに実施設計に着手した
事業を対象とする。

• 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、交付税措置の対象となる建築単価
の上限を引上げ （５２万円 ⇒ ５９万円）（１４％増）。

※ 令和６年度に建設事業の財源として起債し、令和７年度に元利償還が始まる事業債から新単価を適用

＜病院事業債（特別分）の経過措置の創設＞

通常の
新設・建替に対する地方財政措置

交付税措置※：２５％

病院の統合・連携に伴う
新設・建替に対する地方財政措置

（病院事業債（特別分））

交付税措置※ ：４０％
（令和４年度から令和９年度まで）

【令和６年度までの措置】

※ 交付税措置の対象となる建築単価は５２万円／㎡が上限

＜建築単価の引上げ＞

令和７年度
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
更新（一部加工）：「★基礎資料元データ」フォルダ ＞ 02 財政措置（病院係） ＞ 008_地財計画



○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える化」し
た上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている
○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が不足し、小規模市町村を
中心に公営企業の経営改革やストックマネジメント等の取組の推進に困難を伴っている団体もあるところ 

           地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業
         として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

事業概要
（１） 支援分野（計９分野）
○ 公営企業・第三セクター等の経営改革
・ ＤＸ・ＧＸの取組
・ 経営戦略の改定・経営改善
・ 公立病院経営強化プランの改定・経営強化の取組
・ 上下水道の広域化等
・ 第三セクター等の経営健全化
○ 公営企業会計の適用  等

事業のポイント
① アドバイザーは、自治体職員・OB、公認会計士、学識経験者等の専門的な人材が務め、それぞれの団体が選択
② アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担し（団体の負担なし）、直接支払う

（２） 支援の方法

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村等に対する研修会・
相談会を開催する場合に、講師として派遣

上記の支援分野について、アドバイスを必要
とする団体の要請に応じて派遣

都道府県に派遣個別の地方公共団体に派遣

上記の支援分野に係る特定の課題の達成
が困難となっている団体に対して、アドバイ
ザーの活用を個別に要請

令和７年度「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」
～ 総務省と地方公共団体金融機構の共同事業 ～

27

事業申請の流れ
（地方公共団体金融機構HPから引用）

① アドバイザーとの事前調整
② 地方公共団体金融機構  
事務局へ派遣申請

③ 支援決定

※R6年度申請団体数：56団体
（公立病院経営強化プランの改定・
経営強化の取組項目）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
更新：全国市長会支部総会
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袋井市立袋井市民病院
（400床）

掛川市・袋井市病院企業団

中東遠総合医療センター
（500床）

掛川市立総合病院
（450床）

静岡県掛川市・袋井市の取組

取組前 取組後（H25.5～）

機能分化・連携強化の事例①

市立病院同士を統合し
移転新築

＜取組による主な効果＞

・ 中東遠保健医療圏の急性期医療を担う基幹病院体制
を確立。限られた医療資源を集約し、圏域内の医療
 関係機関との連携強化・機能分担を推進することで、  
「地域完結型」の医療提供体制を構築。

※ 医師数： 93人（Ｈ25）→144人（Ｒ５）
※ 救急搬送受入件数は年間6,000件超。
※ 開院６年目（Ｈ30）に黒字化。
※ ドクターカーの運行を開始。（Ｒ４）

・ 災害拠点病院、救命救急センター、地域医療支援
病院、地域がん診療連携拠点病院に指定されるなど、
施設面、人員体制面の充実により医療体制と防災力
が向上。

急性期

奈良県南和地域の取組

南和広域医療企業団（１市３町８村及び県で構成）

吉野町国保吉野病院
（98床）

大淀町立大淀病院
（275床）

吉野病院
（96床）

取組後（H28.4～）

五條病院
（71床）

南奈良総合医療センター
（232床）

急性期

回復期・慢性期

回復期・慢性期

＜取組による主な効果＞

・ 新設した南奈良総合医療センターに急性期機能を
集約し、他の２病院の急性期機能を回復期・慢性期に
転換することで、切れ目のない医療提供体制を構築。

・ 病院再編に伴い、県内医育大学の協力の下、基幹
病院への指導医をはじめ専門医の派遣を確保。
※ 医師数： 45人（Ｈ27） → 66人（Ｒ３）

・南奈良総合医療センターから不採算地区病院や
へき地診療所への医師の応援・派遣を強化。

取組前

応援、兼務等奈良県立五條病院
（199床）

急性期

急性期
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
継続



川西市立川西病院
（250床）

医療法人協和会協立病院
（313床）

川西市立総合医療センター
（405床）

取組後（R4.9～）

兵庫県川西市の取組

＜取組による主な効果＞

・ 市立川西病院と医療法人協和会協立病院について、
地域の医療機能分化・連携を進めるため、令和４年度
の新病院への統合に合わせ、急性期病床を削減し、
不足している高度急性期病床及び回復期病床の
充実化を実施。

・高度急性期機能を新たに担ったことにより、救急車の
市内搬送率の向上など医療機能の充実が図られた。
また、機能の充実に合わせ医師を確保。
※ 医師数：74人（統合前）→83人（Ｒ５）

・ 新病院は医療法人協和会を指定管理者として運営。

（一財）三友堂病院
（187床）米沢市立病院

（322床）

＜取組による主な効果＞

・ 機能分化・医療連携を行い、急性期を担う米沢市立
病院と回復期・慢性期を担う（一財）三友堂病院を
同一敷地内に一体的な建物として両病院を建設し、
安心して生活できる医療環境を提供。

・ 米沢市と（一財）三友堂病院とで地域医療連携推進
法人を設立。その中で両病院の連携を進める。

・ （一財）三友堂リハビリテーションセンターは、
（一財）三友堂病院に集約化。

山形県米沢市の取組

取組後（R5.11～）

（一財）三友堂リハビリテーションセンター
（120床）

（一財）三友堂病院
（199床）

米沢市立病院
（263床）

同一敷地内に
一体的な建物を建設

ＣＭ方式（※）を採用し、
設計段階等において
民間事業者等の
専門的な知見を活用

※ CM方式：工事監督業務等に係る
 発注関係事務の一部又は全部を

     民間委託する方法

取組前

取組前

機能分化・連携強化の事例②
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プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
継続
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再編・ネットワーク化、機能分化・連携強化の事例について

○ 総務省では、「再編・ネットワーク化」、「機能分化・連携強化」の取組について、地方公共団体が地域医療
提供体制の確保に向けて様々な取組を進める上で参考になるよう、毎年、これらの取組を一覧化した上で、
公表しています。

○ 掲載事例数（令和６年３月末時点）

平成２７年度から令和３年度までの再編・ネットワーク化の状況 ・・・２１事例
主に令和４年度以降に行う機能分化・連携強化の状況 ・・・５２事例

概要

掲載方法

取組の概要

団体名

取組前の状況
取組後の状況

【掲載URL】
再編・ネットワーク化の取組状況（H27～R3）
機能分化・連携強化の取組状況（主にR4～）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-
zaisei/hospital/hospital.html

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
新規作成



○公営企業の抜本的な改革等の先進・優良事例の横展開を図るため、「地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例
集」を平成29年３月に作成・公表し、毎年度更新。

○令和５年３月、公営企業の経営環境の変化（新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応、DX・GXの推進など）を踏まえ、新たに、「公営企業
の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」（以下「事例集」という。）を作成・公表。

○ 抜本的な改革を含む12の取組類型（事業廃止、民営化・民間譲渡、公営企業型地方独立行政法人、広域化等、指定管理者制度、包括的民間委託、PPP/PFI、

DX、GX、公営企業会計の適用、経営戦略の改定及びその他）について、各地方団体から提出いただいた合計362事例を掲載。（令和6年10月時点）

○ １事例当たり１ページで掲載するとともに、重要箇所を赤字下線で強調することで、取組の全体像・ポイントをわかりやすく表示。

○ 可能な限り数値を用いて定量的に記載することで、取組の効果を具体的に表示。

取組の概要を表す図

団体名

事例名

取組類型 事業名

担当部署

・ 公営企業の規模を示す情報

公営企業情報

取組のスケジュール

・ 取組開始後の新たな課題
・ 今後の予定

今後の展望・ 取組を成功させるために工夫
した点

・ 他の公営企業において特に参
考となる点

取組のポイント

◆総事業費
・ 取組に要した事業費
◆背景
・ 公営企業が直面していた課題
・ 取組開始までの経緯
◆具体的内容
・ 導入した施設・設備など取組

の詳細な説明
◆効果
・ 定量的・定性的な効果

取組の概要

事例集の特徴

＜掲載例＞

概要

「公営企業の持続可能な経営の確保に向けた先進・優良事例集」について

32

病院事業は41事例を掲載

【掲載URL】公営企業の持続可能な経営の確保に
向けた先進・優良事例集
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-
zaisei/kouei/keiei-jirei.html

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
更新：250324野田議員答弁参考資料
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